
別表第１（第２条第１号関係） 

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律 

第１４５号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第２条第１項に規定する医薬品 

(2) 医薬品医療機器等法第２条第２項に規定する医薬部外品 

(3) 医薬品医療機器等法第２条第４項に規定する医療機器及びこれらの部品、部材 

(4) 医薬品医療機器等法第２条第９項に規定する再生医療等製品及びこれらの関連資機材 

(5) 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成５年法律第３８号）第２条に規 

定する福祉用具及びこれらに類するもの 

(6) 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令（平成２１年内閣府令第 

５７号）第２条第１項第５号に規定する特定保健用食品 

(7) 食品表示法（平成２５年法律第７０号）第４条第１項の規定に基づく食品表示基準（平 

成２７年内閣府令第１０号）第２条第１項第１０号に規定する機能性表示食品 

(8) 創薬研究のための支援及び受託サービス 

(9) 上記以外の健康の保持及び増進又は疾病予防等を通じた健康寿命の延伸に資する商品又 

はサービス  

 

別表第２（第４条関係） 

事業段階区分 経費区分 内容 

事前研究及び

可能性調査（F

／S）に要する

経費 

原材料費 原材料及び副資材の購入に要する経費 

機械装置費 
機械装置又は工具器具の借用及び外部施設等の利用に要す

る経費 

外注加工費  外注加工等に要する経費 

技術指導受入費 外部専門家等から技術指導の受入れに要する経費 

調査等委託費  
技術調査、特許調査、市場調査、試験分析等の調査委託に要

する経費 

研究開発及び

技術開発に要

する経費 

原材料費 原材料及び副資材の購入に要する経費 

機械装置費 
機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は

修繕に要する経費 

外注加工費 外注加工等に要する経費 

技術指導受入費 外部専門家等から技術指導の受入れに要する経費 

調査等委託費  
研究開発に係る試験分析、有効性及び安全性評価の調査委託

に要する経費 

共同研究費 大学、研究機関等と共同で行う研究開発に要する経費 

産業財産権導入費  技術開発に必要な産業財産権の導入に要する経費 

事業化及び販

路拡大に要す

る経費 

調査等委託費 
事業化に係る市場開拓、有効性及び安全性評価の調査委託に

要する経費 

許認可申請経費 事業化に係る各種許認可、規格取得に要する経費 

展示会等出展費  展示会、見本市等への出展に要する経費 

広告宣伝費  広告宣伝に要する経費 

 


